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１ 業務の目的 

近年、日本の生産労働人口が減少局面にある中、労働力の有効活用や生産性の向上の方策

が必要であるといわれており、働き方改革の動きの中でも様々な施策が講じられてきていま

す。 

このような背景の下、本市においては、内部事務の業務改善を行うことによる職員の事務

負荷軽減を行い、市民に寄り添った業務に携わる人員と時間を確保し、行政サービスの向上

を図っていくことを目的とした上で、情報化の観点より、業務改善の取組におけるＲＰＡを

導入します。 

また、ＲＰＡに関しては、「吹田市第４期情報化推進計画」（平成 31年（2019年）３月策

定）アクションプラン NO.19「内部事務最適化」にも記載しています。 

 

２ 業務内容及び成果物 

業務内容及び成果物については、別紙１「委託業務内容」のとおりとします。別紙１に記

載のない業務であっても、本市の業務の目的に照らして行うことが適切であると判断される

業務が発生した場合は、双方協議のうえ実施することができるものとします。ＲＰＡ導入対

象業務につきましては、別紙２「対象業務一覧」及び別紙３「業務フロー」のとおりです。 

なお、ＲＰＡ導入及び運用保守における成果物の著作権は原則本市とします。事業者の著

作権を有するものが成果物にある場合は、提案書に明記してください。 

 

３ スケジュール概要 

  令和２年９月～令和３年３月を導入期間、令和３年４月～令和５年８月を運用保守期間と

します。 

 

４ 提案内容 

（１）契約期間内の導入・運用スケジュール及び業務遂行体制について記述すること。 

（２）本業務を実施するにあたり、最適なＲＰＡツールを提案すること。あわせて、ツールの

選定理由や他自治体での導入実績についても記述すること。 

（３）現在選定している 10業務についての精査（担当者へのヒアリング等）を実施するにあ

たり、進め方及び課題等への対応方法を提案すること。また、後年度における対象業務

選定の方法について提案すること。 

（４）導入期間に実施するシナリオ作成にあたって、職員が理解できるシナリオ作成手法（シ

ナリオ作成の進め方）を提案すること。 

（５）運用ドキュメント及び運用ルールの作成にあたって、担当者や運用の変更などで作成し

たシナリオが形骸化してしまわないよう、効果的に運用していくための提案を記述する

こと。 

（６）運用開始後の効果測定の方法と改善手法について提案すること。 

（７）最終的には職員自身でシナリオ作成が可能となるレベルまでのスキルアップを目標とし

た職員研修の方法について提案すること。 

 

本仕様に沿ったものだけでなく、その他にも実施可能なものがありましたら、それを含

めて提案してください。提案内容全体について、契約時の仕様として含めます。追加提案

が特になければ、「特になし」と記述し、その理由があれば、記載してください。また、

追加費用の発生する提案については行わないようにしてください。 

 

５ プロジェクトリーダの設置 

ＲＰＡ導入（実証実験を含む）プロジェクトの経験者をプロジェクトリーダに設置し、本

市業務作業体制図を提案書に示してください。 
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６ 各業務の実施場所と必要な機器等 

  業務を実施する場所は、受託者社内を基本とします。提案書に作業場所を明記してくださ

い。また、各種会議の開催については、本市施設内（本庁舎及び出先機関）において実施す

るものとします。 

  端末等機器類及び印刷用紙については、受託者の用意を前提とし、本市での作業場所の提

供は行いません。ただし、本市端末でないと実施できない作業については、その端末での作

業とし、その場合は本市が指定した本市施設内とします。 

 

７ 業務時間 

  本市施設内で業務を行う場合は、本市本庁舎営業時間内を基本としますが、窓口職場で来

庁者が込み合う時間帯を避ける等、特段の理由があれば、双方協議のうえ、営業時間後に実

施する場合も可とします。ただし、ヘルプデスク業務については本市本庁舎営業時間内とし

ます。 

 

８ その他 

本仕様に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、双方協議のうえ、定めるもの

とします。 


